
（改良事業の変遷）

花子：これまでの和牛の改良事業の変遷はど

うなっているの？

太郎：昭和43年度に種雄牛の遺伝的能力の把

握のための「産肉能力検定」（直接検

定、間接検定（後代検定））が始まっ

た。精液供給については、当初は多数

の種雄牛育成者が行ってきたけれど、

県の試験場等に統一され、都道府県が

精液供給の中心を担うようになったの

さ。その後、昭和55年度から、（社）

家畜改良事業団（以下「事業団」とい

う）が各主産県から候補種雄牛を集め

て「後代検定」を実施し精液供給を行

うようになり、検定頭数も徐々に拡大

してきた。また、従来、各都道府県は

独立して「後代検定」を実施してきた

けれど、平成11年度に20道県の参加を

得て、広域後代検定体制に移行し、同

じ土俵で評価・選抜を行い、精液も県

域を越えて広域的に供給されるように

なったんだ。

花子：広域後代検定体制に移行した目的は何

なの？

太郎：県ごとに少ない頭数で「後代検定」を

やっていたのでは、なかなか求める種

雄牛を確保できないので、多くの県で

共同で「後代検定」を実施することに

より、高能力な種雄牛を安定的に確保

し、これらの優秀な種雄牛を広域的に

利用していこうということだよ。

花子：和牛の種畜の遺伝的能力評価の変遷は

どうなっているの？

1

No.203

菊地　令

森　剛一

桑原勝洋・真二

農林水産省大臣官房統計部



No.203

2

太郎：昭和55年度から、遺伝的能力評価のた

めの枝肉情報の収集を開始した。平成

３年度に（社）全国和牛登録協会（以

下「登録協会」という）がアニマルモ

デルによる雌牛を中心とした育種価評

価を開始した。その後、平成14年度に

（独）家畜改良センター（以下「セン

ター」という）が広域後代検定による

種雄牛を中心とした遺伝的能力評価を

開始している。

（改良体制）

花子：現在の和牛の改良体制の特徴はどんな

ところにあるの？

太郎：和牛では乳牛と違って、「後代検定」に

かかる「調整交配」への協力は、検定

主体の自助努力により確保し、「後代検

定」は、主に検定主体ごとに５つの土

俵（広域後代検定グループ（20道県）、

兵庫県、宮崎県、鹿児島県、事業団）

で多元的に行われていることかな。

花子：和牛の検定方式はどうなっているの。

太郎：毎年、100頭程度の「後代検定」を実

施している。候補種雄牛については、

道県で60頭程度、事業団で40頭程度確

保している。道県は県内で生産された

候補種雄牛が中心、事業団はセンター

で生産されたものやそれぞれの主産地

で生産された候補種雄牛が中心となっ

ている。

花子：和牛の種雄牛の選抜・利用はどうなっ

ているの？

太郎：広域後代検定に参加している20道県

は、県内で利用する「県利用種雄牛」

とは別に「共同利用種雄牛」を選抜し、

広域的に利用している。兵庫、宮崎、

鹿児島の３県は、県内で独自に検定済

種雄牛を選抜し、県内で利用している。

事業団は独自に検定済種雄牛を選抜

し、種雄牛造成を行っていない都府県

も含めて全国に精液を供給している。

花子：和牛の精液の利用状況はどうなってい

るの？

太郎：16年度の精液配付本数は169万本（推

定）。このうち、事業団、センター所

有の種雄牛精液が54万本（32％）、道

府県所有の種雄牛精液が 6 0万本

（35％）、その他人工授精事業体等が所

有の種雄牛精液が55万本（33％）とな

っている。

花子：広域後代検定で広域流通している精液

はどれくらいあるの？

太郎：平成14～16年度に35頭の「共同利用種

雄牛」を選抜し、8000本程度の精液を

所有県以外の地域に育種改良用として

広域的に供給している。

（改良の成果）

花子：和牛の改良の成果は？

太郎：代表的な形質として脂肪交雑（ＢＭＳ

ナンバー）で、過去14年間（昭和59年

生～平成10年生）で約1.7向上してい

る（図１参照）。また、以前は子牛価

格も県間格差が大きかったが、最近で

は精液の広域流通も進み、県間格差は

縮小し平準化の傾向にある。

（遺伝的多様性の確保）

花子：今後の和牛の改良での課題は何かし

ら？

太郎：各県で維持改良されてきた系統が消失

の危機に瀕しており、遺伝的多様性が

減少する傾向にある。
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花子：遺伝的多様性が減少するとどんな影響

があるの？

太郎：遺伝的多様性の減少、すなわち遺伝的

有効サイズの縮小により遺伝的変異の

幅が小さくなると、将来的に、和牛集

団の近交係数（現存する黒毛和種集団

の平均近交係数は５％程度、兵庫県で

17％程度）や血縁係数（兵庫県で40％

程度、その他の県で12～20％程度）が

上昇して交配に行き詰まりを生じるこ

とになる。

花子：今まで各都道府県が独自に改良を進め

てきたことにより、結果的に遺伝的多

様性が確保されてきたんじゃないの？

太郎：牛肉輸入の自由化の中で、輸入牛肉と

の差別化を図るため、どこの県でも肉

質に重点をおいた改良に着手するよう

になった。さらに、精液を全国供給し

ている事業団や民間の人工授精事業体

も優秀な種雄牛を所有するようにな

り、特定の種雄牛に精液利用が集中す

るようになったんだ。

花子：遺伝的多様性の確保については、本来、

種畜生産と肥育モト牛生産のための交

配をきちっと分けて対応していればそ

れほど問題にならないんじゃないの。

太郎：従来は、県や登録団体、農協等の指導

により、一定の種畜生産のための交配

も維持されてきたけれど、牛肉輸入の

自由化の中で、肉質面で遺伝的能力が

高いと評判の子牛の価格が高騰したこ

とにより、生産者の改良への協力を得

られにくくなったことも原因だな。

花子：生産者も経済活動の中で子牛生産を行

っているので、やむを得ない面もある

わね。

太郎：もちろん、生産のために育種改良があ

るのであって、育種改良のために生産

があるわけではないので、生産者は自

分の経営に最も有利な種雄牛を選択す

るのは当然だよ。ただし、すべての生

産者がそれをやったのでは、日本国内

の育種素材がなくなってしまうので、

最低限必要な育種素材は国内で維持・

確保しておく必要がある。そのために

は、育種基盤の下支えに協力する方を

生産者みんなで支援する等の対応が必

要になる。

（今後の課題）

花子：今後、和牛の改良で懸念されるような

ことがあるの？

太郎：平成18年度から家畜改良にかかる一般

予算の補助事業（ソフト）は都道府県

に移され、必要な財源も国から都道府

県に移されたんだ。このことにより、

県の財政事情や和牛生産額等の状況に

よっては、和牛改良への取り組みを縮

小する県がでてくるかもしれないね。

花子：これまで、和牛改良の中心は県が担っ

てきたということもあり今後が心配ね。

太郎：特に、種雄牛造成を中止または縮小す

（図１）種雄牛の遺伝的能力の推移（BMSナンバー）
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る県が増れば、①肉用牛振興意欲の

低下、②検定頭数の減少による遺伝的

改良量の低下、③広域後代検定体制の

弱体化、④遺伝的多様性の確保等が問

題になると思うんだ。

（今後必要な対応）

花子：今後の和牛改良の方向はどうなるの？

太郎：①国全体の育種プログラムの作成、進

行管理、評価、改善、②種雄牛造成、

③産肉能力検定および種雄牛の遺伝的

能力評価、④遺伝的多様性の確保、⑤

種雄牛造成を中止または縮小する県内

の有用な遺伝資源の確保について、一

定の役割分担の下、効率的に行ってい

く必要がある。

花子：①国全体の育種プログラムの作成、進

行管理、評価、改善は何をするの？

太郎：これは、系統の維持改良が適切に行わ

れているかどうか、和牛集団の近交係

数や血縁係数がどのように推移してい

るか等を定期的にチェックし、望まし

い方向になるよう、必要な対策の検討、

関係機関との調整により、改善を図っ

ていくということさ。

花子：②種雄牛造成は何をするの？

太郎：一定の役割分担の中で種雄牛造成を行

うということで、ア．広域後代検定グ

ループの県は、基礎雌牛の確保、計画

交配、産肉能力検定のうちの直接検定

までは独自に行い、「後代検定」につ

いては一元的に行うことにより種雄牛

造成を行い、県内の生産者の和牛振興

意欲を維持しつつ、県内を中心に一部

広域利用向けの優良精液を確保する、

イ．兵庫県、宮崎県、鹿児島県等は、

基礎雌牛の確保、計画交配、産肉能力

検定、精液配布を一貫して行い、遺伝

的多様性の確保に寄与しつつ、県内配

付用の優良精液を確保する、ウ．事業

団は、センター等との連携により産肉

能力検定を行い、遺伝的多様性の確保

に資する種雄牛の造成に配慮しつつ、

種雄牛造成を行っていない県を中心に

全国的に配布する優良精液を確保する

ということだな。

花子：③産肉能力検定および種雄牛の遺伝的

能力評価はどうなるの？

太郎：当面、広域後代検定グループおよび事

業団の「後代検定」は、「フィールド

検定方式」に移行した上で、一元的に

行う方向が望ましいと思うんだ（候補

種雄牛の所有権は県、事業団のまま）。

さらに、将来的には、現在、５つの土

俵で行っている「後代検定」を一元的

に実施することにより、すべての検定

牛を同じ土俵で評価できる体制をつく

る必要があると思う（候補種雄牛の選

抜・利用は所有者の判断による）。ま

た、「肉用牛枝肉情報全国データベー

ス」（平成14年１月～18年３月までに

約50万頭分（年当たり約10万頭）のデ

ータを全国から収集、毎年約3500戸の

協力肥育農家に集計情報を提供）の充

実により、種雄牛の遺伝的能力評価体

制を強化し、乳牛と同様に、候補種雄

牛のみの評価・選抜から、既存の種雄

牛を含めた評価・選抜へ移行していく

ことが必要だな。

花子：④遺伝的多様性の確保はどうなるの？

太郎：消失の危機に瀕している系統は、系統
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の特徴とする形質へのニーズが低下傾

向にあり、そのことによりその系統に

由来する牛の頭数が減少し、子牛生産

頭数も少なくなって、子牛価格も低下

するという悪循環を繰り返すうちに消

失の憂き目をみる。そのため、一つに

は、消失の危機に瀕している系統の中

にも将来性も含めニーズの高い形質で

高能力の牛もいる可能性があるため、

当該系統に由来する雌牛の保留・確保

に努めつつ、一定頭数の候補種雄牛を

生産し、その中で、高能力のものの利

用頻度を高め、系統を維持する。一つ

には、地域に特徴ある和牛集団を造る

ために、新たな系統造りや過去の系統

の発掘、再編を行っていく。こうした

取り組みを関係者一丸となって実行し

ていくことが必要だと思うよ。

花子：その業務は誰が主体的に行っていく

の？

太郎：平成15年度に系統に由来する雌牛の保

留・確保の推進を支援する事業を創設

し、都道府県での対応を期待したけれ

ど、必ずしもうまくいっていないこと

から、国の音頭の下、県や団体の協力

を得て、センターでも取り組んでいく

予定だよ。新たな系統造りや過去の系

統の発掘や再編については登録協会を

中心に取り組んでいく。

花子：⑤種雄牛造成を中止または縮小する県

内の有用な遺伝資源の確保はどうなる

の？

太郎：種雄牛造成を中止または縮小する県内

の有用な遺伝資源の確保については、

センターが主体的に行うことを考えて

いるけれど、県や団体の協力がないと

実現できない。県や団体の協力を得る

ためには、これら遺伝資源由来の検定

済種雄牛を造成した場合には、事業団

との連携の下、当該県への精液の優先

配布等を検討する必要があると思う。

花子：今後の大家畜改良を効率的に行ってい

くため、センターはどんな業務に取り

組んでいくの？

太郎：大家畜改良のため、①全国ベースでの

改良事業の推進、②種畜の遺伝的能力

評価の実施、③国内外（和牛では国内）

の多様な育種資源の収集・利用、④当

該育種資源を活用した遺伝的能力の高

い候補種雄牛の作出、⑤種畜検査の実

施（伝染性疾患、遺伝性疾患のない種

雄牛の証明）、⑥遺伝子解析、クロー

ン等畜産新技術を活用した育種改良の

推進、⑦個体識別データベースの構築

および個体識別情報の提供を着実に実

施していくつもりだよ。

花子：センターも従来の種雄牛造成に加え

て、遺伝子育種、おいしい牛肉生産の

ため官能検査と理化学的分析値の関係

を追求するなど面白い取り組みを行っ

ているようね。県や関係団体と一体と

なって、成果を実際の生産現場に早く

根をおろしてもらいたいわ。

太郎：大家畜の振興に向けて、関係機関とよ

く連携をとって、精一杯頑張るよ！



平成18年度税制改正により、「特殊支配同

族会社の役員給与の損金不算入」制度が創設

されました。この制度は、特殊支配同族会社

に該当する法人が業務主宰役員に対して支給

する給与の額のうち、給与所得控除額に相当

する部分の金額は損金の額に算入しないとい

うものです。「特殊支配同族会社」といって

も決して特殊なものではなく、畜産法人も、

いわゆる「一戸一法人」のほとんどが該当し

ます。なお、農事組合法人は会社でないため、

同族会社に該当せず、特殊支配同族会社の役

員給与の損金不算入制度が適用されることは

ありません。

特殊支配同族会社の基準所得金額が800万

円（一定の場合には3000万円）以下である事

業年度などについては、この制度は適用され

ません。しかしながら、基準所得金額は、法

人の所得金額（≒税引前利益）と業務主宰役

員給与額の合計となるため、特殊支配同族会

社に該当する場合、800万円以上の役員報酬

を支給したうえで過去３年が黒字であれば、

原則として制度が適用されます。

例えば、業務主宰役員の役員報酬月額100

万円、年俸1200万円の特殊支配同族会社の場

合、業務主宰役員の役員給与に対する給与所

得控除額が230万円になりますが、その損金

算入が認められないことになります。この場

合、この制度による増税額は、法人事業税・

住民税を合わせた実効税率が30％なら年69万
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新「会社法」については、今年５月から施行されており、これに伴い、株式会社の最低
資本金規制が完全撤廃されるなど会社設立の手続きが簡素化されました。しかし、同時に
法人税法も改正され、そのうちの一つに、実質的な１人会社のオーナーへの役員給与の損
金不算入制度が新たに加わりました。
そこで、税理士の森剛一氏に本制度の概要、同族会社の該当範囲、損金不算入額、適用
年度、対応策などについて執筆いただきました。畜産経営を営む方々の年末・年度末に向
けた税務処理の参考にしてください。（編集部）
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円（40％なら92万円）にもなります。この制

度は、平成18年４月１日以後に開始する事業

年度から適用され、３月決算であれば平成19

年３月期（５月末申告期限分）からの適用と

なります。ただし、特殊支配同族会社の判定

は、その事業年度終了の時の現況により行い

ますので、期末までに対策を行って特殊支配

同族会社に該当しなくなれば、制度は適用さ

れません。

「特殊支配同族会社」とは、次のいずれか

に該当する同族会社で、業務主宰役員（法人

の業務を主宰している役員をいう）および常

務に従事する業務主宰役員関連者（注１）の総

数が常務に従事する役員の総数の半数を超え

るものをいいます。

業務主宰役員グループ（注２）がその同族

会社の発行済株式または出資（自己株式は

除く）の総数または総額の90％以上を保有

している場合のその同族会社

業務主宰役員グループがその同族会社の

一定の議決権の総数（その議決権を行使す

ることができない株主等が有する議決権数

は除く）の90％以上を保有している場合の

その同族会社

業務主宰役員グループがその同族会社の

株主等（合名会社、合資会社または合同会

社の社員（その同族会社が業務を執行する

社員を定めた場合には業務を執行する社

員）に限る）の総数の90％以上を占めてい

る場合のその同族会社

（注１）「業務主宰役員関連者」とは、その業務主

宰役員の親族などでその同族会社の役員である

者および業務主宰役員とこれらの者により支配

されている他の同族会社をいいます。

（注２）「業務主宰役員グループ」とは、業務主宰

役員およびその親族などである者ならびに業務

主宰役員とこれらの者により支配されている他

の同族会社をいいます。

業務主宰役員給与額のうち損金不算入とな

る金額は、その事業年度の業務主宰役員給与

額の金額に対する給与所得控除相当額です。

この業務主宰役員給与額には、債務免除によ

る利益などの経済的利益の額は含まれます

が、退職給与の額および役員給与の損金不算

入（法人税法第34条）の規定による損金不算

（表）特殊支配同族会社のオーナー給与の損金不算入制度



入額は含まれません。

なお、業務主宰役員であった期間が１年未

満の場合には、業務主宰役員給与額を年換算

（その期間の月数で割って12倍）した金額に

対する給与所得控除相当額を月割按分（12で

割ってその期間の月数を掛けて計算）した金

額が損金不算入額となります。

特殊支配同族会社であっても、次のように

基準所得金額が一定金額以下であるなどの要

件を満たす事業年度については、この制度は

適用されません。「基準所得金額」とは、そ

の事業年度開始の日前３年以内に開始した各

事業年度（基準期間）の所得金額または欠損

金額および業務主宰役員給与額などを基礎と

して計算した金額の平均額をいいます。

基準所得金額が年800万円以下である事

業年度

基準所得金額が年800万円超かつ3000万

円以下であり、かつ、基準所得金額に占め

るその業務主宰役員に対して支給する基準

期間の給与の平均額の割合が50％以下であ

る事業年度

なお、新設法人などで、基準期間がない特

殊支配同族会社については、その事業年度の

所得金額または欠損金額および業務主宰役員

給与額などを基礎として計算した金額（当年

度基準所得金額）により、適用・不適用を判

定します。

対応策として考えられるのが、株式を分散

し、業務主宰役員グループの議決権割合を

90％未満に下げる方法です。具体的には、従

業員やＪＡ、アグリビジネス投資育成（株）

など、親族以外の者に株式を保有してもらう

ことになります。ただし、農業生産法人の場

合、構成員要件により、出資者となれる者に

制限があるので、注意が必要です。なお、同

居していない場合でも親族（六親等内の血族、

配偶者、三親等内の姻族）は、業務主宰役員

グループに含まれます。

アグリ社による出資

純資産額の大きい会社にお勧めするのが、ア

グリビジネス投資育成（株）（アグリ社）によ

る投資の活用です。特に、養豚や養鶏など農

業生産法人に該当しない畜産法人に適してい

る方法です。たとえば、業務主宰役員グルー

プの資本金を4000万円、アグリ社からの投資を

1000万円とした場合、出資割合が20％になり、

特殊支配同族会社に該当しなくなります。

一方、アグリ社の投資を受けた場合、利益

水準が一定以上になるときに配当を行う旨の

投資契約書を締結することになります。仮に、

年３％の配当を行なった場合、上記のケース

では業務主宰役員も含めて全体で150万円の配

当が必要になります。出資配当も損金不算入

ですが、特殊支配同族会社の役員給与の損金

不算入による損金不算入額（役員給与1200万

円の場合に230万円）に比べて、損金不算入額
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が相当小さくなります。なお、アグリ社への

配当は、業務主宰役員グループ以外への資金

の流出になりますが、投資でなく借り入れに

より資金調達した場合であっても支払利息が

かかるため、その点においては特に不利にな

るわけではありません。加えて、アグリ社の

投資により増資を行った場合、株価（評価額）

が下がり、相続税対策としても有効です。

なお、酪農や肉用牛の会社などで農業生産

法人に該当する場合、アグリ社の活用は難し

くなります。アグリ社が「農業生産法人の株

式を取得する場合にあっては、取得する株式

は議決権のないものであること」（農業法人

に対する投資の円滑化に関する特別措置法施

行規則第３条）とされており、農業生産法人

に対する投資は無議決権株に限られているか

らです。無議決権株をいくら第三者に保有し

てもらっても、特殊支配同族会社に該当しな

くなることはなく、対策としては意味があり

ません。また、アグリ社の過去の投資案件を

みると投資額のほとんどは1000万円以上であ

り、あまり小口な案件には対応が難しいと考

えた方が良いでしょう。

リース会社による出資

農業生産法人に該当する場合や純資産額の

比較的小さい会社への小口の投資案件への今

後の対応策として考えられるのが、リース会

社による投資です。現在、リース会社が農業

法人に対する投資を実施した実績はありませ

んが、すでに具体的な取り組みについて検討

しているリース会社もあります。リース会社

のなかには、農業法人への融資やリースに積

極的に取り組んでいるところもあり、畜産法

人のサイドから要望があれば対応していくこ

とになるでしょう。

ところで、農業生産法人の場合、いわゆる

構成員要件により、出資者となることができ

るのは、原則として、 常時従事者、 農地

提供者などに限られていますが、これら以外

でも「継続的取引関係者」に該当すれば、農

業生産法人の出資者となることができます。リ

ース会社が、対象会社とのリース契約を結べ

ば、「継続的取引関係者」になることができる

と考えられます。また、対象法人が認定農業

者になれば、農業関係者以外でも50％未満まで

出資が可能になります。従って、法人として

認定農業者になることにより、リース会社１

社で10％超の投資をすることが農地法上可能に

なります。ただし、実施に当たっては、リー

ス契約が農地法上の「継続的取引」の対象に

なることを明確にする必要があります。

ファンドによる出資

このほか、将来的な課題として、ファンド

による農業生産法人への出資が可能になれば、

ＪＡや全農によるファンド、 消費者出資

のファンド──による出資が考えられます。

この場合においても、農業生産法人について

は構成員要件との関連があるため、ファンドの出

資者は、継続的取引関係者や農協（連合会を含

む）に限られます。しかし、これら構成員要件を

満たす出資者が、直接でなく、任意組合を介し

た出資をした場合の農地法上の取り扱いや手

続きについては、整理する必要があるでしょう。



私たち兄弟が後継者として就農した豊後高

田市は、約30戸の農家で約5800頭の肥育牛を

飼養している大分県一の肥育地帯であり、和

牛・交雑種・乳用種などさまざまな品種がさ

まざまな方法で肥育されています。両親が元

来肥育経営を行っており、私たち兄弟が後継

者として就農し、経営参画することは自然な

成り行きでした。父が就農した当時はみかん

栽培を行っていましたが、みかん園の下刈り

した草を利用して牛が飼えないかと考え、副

業的に牛を飼い始めたそうです。その後みか

んの価格が下落したこともあり、30年前に50

頭規模の乳用種肥育経営へ転換しました。昭

和54年には100頭規模の牛舎を建設し、乳用

種に加えて交雑種肥育を始めました。平成９

年には和牛繁殖雌牛を30頭導入し、和牛の一

貫肥育も取り入れ、現在では800頭の肥育牛

（和牛100頭、乳用種250頭、交雑種450頭の肥

育牛）、和牛繁殖雌牛50頭を、父と母、そし

て私たち兄弟の４人、常時雇用２人で飼養し

ています。わが家では、平成10年には家族経

営協定を結んで給料制を導入、平成15年には

認定農業者の共同申請を行い、父と私たち兄

弟の３人で認定を受け、肥育牛1000頭を超え

る経営体を目指して日々頑張っています。

私たち兄弟が就農するまでは、３ヵ所に分

散した６棟の牛舎で350頭を肥育していまし

た。牛舎と牛舎が離れたところにあり、その

構造も悪く、非常に効率の悪い牛飼いをして

いました。私たち兄弟の就農をきっかけに、

スケールメリットを活かした所得の拡大を図
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（写真１）作業効率の上った150頭規模畜舎
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るため、飼養頭数の増頭に取り組むことにな

りました。平成11年から14年にかけて、150

頭規模の牛舎を４棟、飼料庫、飼料調製施設

を補助事業等を活用して建設。これにより作

業効率が格段に上がり、1000頭肥育も夢では

ない気がしました。

肥育経営において所得を増やすには、いろ

いろな方法があると考えられますが、わが家

の経営改善のポイントは「低コスト生産」の

追求です。そのために以下の４つの方針を掲

げて生産コストの削減に努めています。

第一に、和牛繁殖肥育一貫経営部門の取り

組みです。繁殖雌牛の導入は、もちろんモト畜

費を抑えられることですが、動機は他にもあり

ます。地域の農家の高齢化に伴って、若い担

い手である私たちに農地の維持管理を依頼さ

れることが多くなっていました。これらの農地

で粗飼料生産に取り組めば、たい肥の還元先

を拡大することと、繁殖雌牛を自給粗飼料で

飼養でき、低コストでモト畜生産が可能だと考

えたからです。現在は繁殖雌牛50頭をほぼ

100％自給飼料で飼養しています。さらなるコ

スト低減のためには、受胎率を向上させて高

い子牛生産率を維持することが大事だと考

え、雄牛を同居させています。はじめは子牛

を母牛に付けて飼っていましたが、事故が多

かったこともあり、早期母子分離して人工ミル

クで哺育するようにしました。しかし哺乳作業

は手間がかかり子牛の管理がおろそかになっ

てしまうこともあり、昨年哺乳ロボットを導入し

ました。哺乳ロボットを導入したことで、子牛

管理の省力化が図られ、他の作業に労力を振

り分けることができています。また、市場で購

入した乳用種や交雑種のヌレ子にも哺乳ロボ

ットを活用しており、子牛の事故率の低減と発

育の均一化につながっています。

第二は、自家配合飼料による濃厚飼料費の

削減です。配合のための労力が増えること、

肉質がばらつく等の欠点はあるものの、飼料

費が格段に安くなります。１円でも安く抑え

るため単味飼料を隣県の港まで取りに行くな

どして、１kg当たり約27円、運搬用トラッ

クや飼料配合施設等の維持・管理費まで含め

ても約29円で仕上がっています。購入配合飼

料の場合と比べて飼料費を７割程度に抑える

ことができています。

配合は飼料調製施設で行います。効率的な

配合方法・手順を確立するには試行錯誤の連

（写真２）自家配合飼料給与作業
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続でした。ビタミンなどの微量栄養素は事前

に機械でよく撹拌した後、調製場においてシ

ョベルローダーで単味飼料と配合します。給

与は、自家製のバケットを回転式のフォーク

リフトに取り付け、短時間で給与できるよう

工夫しました。現在では600頭の肥育牛の管

理は、自家配合飼料の調製から給与まで従業

員１人で行えるようになっています。

自家配合の際には、肥育段階に応じた飼料

設計などを常に頭において、肥育成績を参考に

しながら配合内容の改善に気を配っています。

その内容には概ね満足していますが、今後はさ

らに増体と肉質の向上を図るため、品種ごとに

細やかな配合設計ができればと考えています。

第三は、自給飼料生産による粗飼料費の低

減です。先に述べた地域の実情もあり、地域

営農集団と連携し、転作制度を活用した飼料

作物生産に取り組むなど、粗飼料生産基盤の

確保はそれほど難しくはありませんでした。

現在は稲ワラ35ha（耕種農家とたい肥交換

で確保）、イタリアンライグラスなどの牧草

30ha、飼料イネ５haなど、延べ70ha以上で

粗飼料を生産でき、概ね自給できています。

稲ワラの不足分は、地域の耕種農家の後継者

で組織する稲ワラ収集コントラクターから購

入しています。今後、まだまだ飼養規模の拡

大を計画している私たちにとって、飼料生産

基盤の確保や収穫調製作業の労力を考える

と、彼らのようなコントラクター組織はわれ

われの重要なパートナーとなりましょう。

以上のようにわが家では明確な方針を持っ

て低コスト生産を追求しています。現在もさ

らなるコスト削減の方法を模索中です。

平成13年まではたい肥舎でショベルローダ

ーで切り返してたい肥化処理を行っていまし

たが、労力がかかるうえになかなか良いもの

ができず、規模拡大を阻害する大きな一因に

もなっていました。そこでさまざまな施設を見

て回り、平成14年に撹拌幅６m、全長130mの

ロータリー式発酵たい肥舎を建設。これにより

たい肥化処理が自動化され、大幅に労力を軽

減することができ、安定的に良質たい肥が生

産できることで販売先の拡大にも自信が持て

るようになりました。私たちの地域は白ネギの

産地でもあり、耕畜連携による環境保全型農

業の取り組みが少しずつ形になってきていま

す。増頭すればたい肥の生産量も増え、たい

肥の販売先の確保が課題となります。前述の（写真３）たい肥舎
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コントラクター組織と連携し、飼料生産調製作

業やたい肥散布作業などを地域で効率的に

取り組む体制ができないかと期待しています。

現在は、経営の方向・方針は父が中心に考

え、わが家は足並みをそろえてその方向に進

んでいます。私たち兄弟も今は父の考え方の

良いところを見習い、牛飼いの仕事を覚え、

経験を積むことが重要な時期だと思います

が、将来は、私たち兄弟が中心となって、経

営規模を拡大し、経営の合理化・組織化を図

り、より体質の強い肥育経営を目指したいと

考えています。

また、新たな取り組みもスタートしていま

す。わが家の生産した牛肉が、大分県酪食肉

公社を通じて主に県内のスーパーの店頭に、

自分たちの牧場紹介パネルとともに並んでい

ます。消費者に安全・安心な牛肉をたくさん

提供できるよう、そしてもうかる肥育経営を

目指して私たち兄弟はさらに夢をふくらま

せ、その実現にむけてまい進していきたいと

考えています。

【カラーグラビア】 食品未利用資源を活用した資源循環型畜産 
―アリタホックサイエンス・横浜市有機リサイクル協同組合の取り組み― 

【巻頭コラム】 今なぜ都市近郊酪農に牛群検定か……長岡　正二 
―酪農のデフレスパイラルを克服するために― 

【特集】機能性高まる食肉流通施設 
―と畜・部分肉処理の現状と課題― 

◇食肉処理施設をめぐる情勢……竹内　瑞穂 
◇食肉処理施設の衛生対策の現状と課題……東良　俊孝 
◇食肉処理施設の現状と開発された処理機械・機器……板垣　基樹 
◇〈事例①〉食肉の安全追求への取り組み……佐藤　新吉 
◇〈事例②〉徹底した衛生管理と個体管理で安全で新鮮な豚肉を提供……編集部 
◇〈事例③〉コンピュータ制御の最新設備と高度な衛生管理体制で高品質な食肉を生産……編集部 
◇〈事例④〉国際認証規格（SQF規格）を取得し、食肉の安全と品質を確保……編集部 

【今月のコーナー記事】 
「女性の視点」いつも笑顔で……安田　和子 
「法人経営へのチャレンジ」第6回　新会社法のもとでの会社運営……山崎　政行 
このほか 
「家畜改良センターニュース」「Dr. オッシーの意外と知らない畜産のはなし」「トピックス」「畜
産！特産！ごちそう産！！」「畜産物の市況展望」などを掲載しています。ぜひご購読ください。 
＊11月号の特集は「畜舎・施設等の改善による働きやすい環境の整備」（仮題）を予定しています。 

月刊「畜産コンサルタント」10月号　発売中 !



（1）平成18年２月１日現在における乳用牛の

飼養戸数は２万6600戸で、前年に比べて

1100戸（4.0％）減少しました。これは、

規模拡大を図る農家がみられる一方、高齢

化等により休廃業があったためです。飼養

頭数は163万5000頭で、前年に比べて２万

頭（1.2％）減少しました。

また、飼養頭数の内訳をみると、経産牛は

104万6000頭で前年に比べて9000頭（0.9％）、

未経産牛は58万9300頭で前年に比べて１万

0600頭（1.8％）それぞれ減少しました。

なお、１戸当たり飼養頭数は、前年に比

べて２頭増加し、62頭となりました。

（2）全国農業地域別にみると、飼養戸数は前年

同月に比べてすべての地域で減少しました。

飼養頭数は、前年と比べて沖縄がかなり

減少し、北陸、関東・東山、近畿、四国が

この調査は主要家畜に関する規模別・経営タイプ別飼養戸数および状態別飼養頭羽数等を
把握し、わが国の畜産生産の現況を明らかにするとともに、飼養動向を予測するための事項
をとりまとめ、畜産行政における施策の策定等に提供することを目的としています。
調査対象は、全国の乳用牛、肉用牛、養豚および採卵鶏飼養者（成鶏雌1000羽未満の飼養
者を除く）。飼養者が複数に畜種を飼養している場合は、それぞれの畜種別に調査していま
す。農林水産省大臣官房統計部がまとめた調査の解説を掲載します。
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やや減少したほかは、ほぼ前年並みとなり

ました。

また、地域別の頭数割合では、北海道が

全国の５割以上を占めています。

（1）平成18年２月１日現在における肉用牛の

飼養戸数は８万5600戸で、前年に比べて

4000戸（4.5％）減少しました。これは、

規模拡大を図る農家がみられる一方、高齢

化等により休廃業があったためです。

飼養頭数は275万5000頭で、牛肉価格の

高騰を反映し、前年に比べて 8 0 0 0頭

（0.3％）増加しました。

また、飼養頭数の内訳をみますと、肉用

種は170万3000頭で前年に比べて6000頭

（0.4％）、乳用種は105万2000頭で前年に比

べて3000頭（0.3％）それぞれ増加しまし

た。なお、１戸当たり飼養頭数は、前年に

比べて１頭増加し、32頭となりました。

（2）全国農業地域別にみると、飼養戸数は前年

同月に比べてすべての地域で減少しました。

飼養頭数は、前年同月と比べて北海道が

やや増加し、北陸がやや減少したほかは、

ほぼ前年並みとなりました。

また、地域別の頭数割合は、九州が全国



の約４割を占めています。

（1）平成18年２月１日現在における豚の飼養

戸数は7800戸で、前回に比べて1080戸

（12.2％）減少しました。これは、規模拡

大を図る農家もみられる一方、高齢化等に

より休廃業があったためです。

飼養頭数は962万頭で、前回に比べて10

万4000頭（1.1 ％） 減少しました。また、

飼養頭数の内訳をみます

と、子取り用雌豚は90万

7100頭で前回に比べて１

万0400頭（1.1％）、肥育豚

は794万3000頭で前回に比

べて10万9000頭（1.4％）、

それぞれ減少しました。

なお、１戸当たり飼養
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頭数は前回に比べて138頭増加し、1233頭

となりました。

（2）全国農業地域別にみると、飼養戸数は前

回に比べてすべての地域で減少しました。

飼養頭数は、前回と比べて近畿および沖

縄がかなり減少し、中国および九州が増加

したほかは、やや減少ないし前回並みとな

りました。

また、地域別の頭数割合は、九州および

関東・東山で全国の約６割を占めています。

（1）平成18年２月１日現在における採卵鶏の

飼養戸数は3610戸で、前回に比べて480戸

（11.7％）減少しました。これは、規模拡

大を図る農家もみられる一方、高齢化等に

より休廃業があったためです。

飼養羽数は１億7695万5000羽で、一部地域

で平成17年６月に発生した高病原性鳥インフ

ルエンザによる殺処分があったものの前回に

比べて240万5000羽（1.4％）増加しました。

また、飼養羽数の内訳をみると、成鶏雌

は前回並みでしたが、ヒナは270万5000羽

（7.2%）増加しました。

なお、１戸当たり成鶏雌飼養羽数は前回に

比べて4400羽増加し、３万7900羽となりました。

（2）全国農業地域別にみると、飼養戸数は前

回に比べてすべての地域で減少しました。

飼養羽数は、前回と比べて北海道、東北、

北陸および中国で増加し、関東・東山でや

や減少、四国および九州

でかなり減少したほかは

前回並みとなりました。

また、地域別の羽数割合

は、関東・東山、九州および

東海で全国の５割を占めて

います。

ヒナ 


